
第４号議案

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見につい

て  

上記の議案を提出します。

平成３０年（２０１８年）１月２６日

提出者  中野区教育委員会教育長  田  辺  裕  子

（提案理由）

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長から意見を求め

られたので、意見を申し出る必要がある。  



 中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見につい

て

 中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）

の一部改正に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２９条に基づき区長から意見を求められ

た別紙条例案について同意する。



 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

 中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）

の一部を次のように改正する。  

 第２条の表区長の項中「１，２４８，０００円」を「１，２４９，

６００円」に改め、同表副区長の項中「１，００１，８００円」を

「１，００３，１００円」に改め、同表教育長の項中「８７８，１０

０円」を「８７９，２００円」に改める。  

 第５条第２項中「１００分の１６２」を「１００分の１６７」に、

「１００分の１６６」を「１００分の１７１」に改める。  

 附則に次の１項を加える。  

２７  平成３０年３月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の２５」とあるのは、中野

区長、副区長及び教育長にあつては「１００分の３６．３５」とす

る。  

 附  則  

この条例は、平成３０年３月１日から施行する。
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